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令和 7 年 5 月現在 

試験申請要領 
【コンクリ－ト用砕石及び砕砂、道路用砕石、細骨材（砂）、石材、コンクリート 

コアのキャッピング及び、切断】 
 

１）材料試験申請の受付時間等は下記のとおりです。 

受 付 日 ： 月曜日～金曜日（ただし、祝日、年末年始は休み。） 

受付時間 ： 午前 ８時３０分 ～ 午前１１時３０分迄 

午後 １時００分 ～ 午後  ４時００分迄 

上記時間以外は、特別な場合を除き、受け付けませんので、時間厳守でお願いします。 
 

２）申請書記載要領 
様式は、鹿児島県建設技術センターのホームページからもダウンロードできますのでご利用

ください。 
 

手書きの場合は、はっきりと楷書体で、ボールペン等により記入して下さい。（鉛筆類不可。） 
 

訂正は、二重線で見え消しをし、近くに苗字のサインまたは、押印とし、修正液等で訂正した

申請書は受け付けませんので、ご協力の程、よろしくお願い致します。 
 

 材料試験の種類が多岐にわたる場合、試験種類と内訳がわかるように、申請書を複数枚に

分けてください。 
 

（１） 申請年月日・住所・商号・氏名・電話 

・  座判（ゴム印）を使用する場合は、はっきりとわかるように押印願います。  

・  住所は、商号の住所を記入。 

・  依頼者の押印は、不要とします。 
 

（２） 工事名・工事箇所・試験材料の産地 

・  工事名 ・・・・・・・・・・・    

・  工事箇所 ・・・・・・・・・  

・  試験材料の種類 ･･  必ず記入。砂の場合は種類（海砂、川砂、山砂等）を記入。 

・  試験材料の産地 ・・  必ず記入。県外の場合は、県名から記入。 

（再生材の場合は、必要があれば記入。アスファルトは不要。） 
 

（３） 試験項目の種類及び手数料 

・  密度試験・・・・表乾密度、絶乾密度、単位容積質量、吸水率の試験をおこないます。 

・  砕砂のふるい分け試験・・・  ＪＩＳ改訂により、砕砂のふるい分け試験は、微粒分量試

験で得られた粒径 0.075mm 以上の試料を用います。手数

料は、微粒分量試験手数料込みとなります。 

・  試験手数料 

試験項目欄の数量、金額は必ず記入。手数料が変わることがありますので、電話

(099-268-5708)で確認してください。 

手数料は、鹿児島県収入証紙等（キャッシュレス決済利用明細書を含む）をはが

れないように貼り付けてください。 

収入証紙等は、試験研究係北側の南警察署敷地内の交通安全協会、南警察署

横の計量検定所、または、県内の県地域振興局等で販売しています。 

必要があれば記入。（通常、成績証には、石材試験以外は、記載され

ません。） 
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３）材料別持込数量 

よく乾燥したものを土嚢袋等に入れ、袋には「会社名・材料名・試験名」を必ず記入。 

湿った試料を持ち込まれた場合、試料が乾燥するまで試験がおこなえません。 
 

a) コンクリ－ト用砕石  ----- ６０kg 

b) コンクリ－ト用 砂   ----- ３０kg （塩分試験のみの場合は５ｋｇ） 

c) コンクリ－ト用 砕砂 ----- ６０kg 

d) 道路用砕石（再生材も同量）       

 
 

試 験 項 目 

 

持込材料の数量（ｋｇ） 

単粒度砕石 クラッシャーラン 粒度調整砕石 

S-40、S-30 等 C-40、RC-40 等 M-40、M-30 等 

密度＆ふるい分け＆すりへり  

Ａ ３０ｋｇ 

＋ 

Ｂ ３０ｋｇ 

 

Ａ ３０ｋｇ 

＋ 

Ｃ ３０ｋｇ 

 

Ａ ４０ｋｇ 

＋ 

Ｃ ３０ｋｇ 

密度＆ふるい分け 

密度＆すりへり 

ふるい分け＆すりへり 

密度のみ 

ふるい分けのみ Ａ ３０ｋｇ Ａ ３０ｋｇ Ａ ４０ｋｇ 

すりへりのみ Ｂ ３０ｋｇ Ｃ ３０ｋｇ Ｃ ３０ｋｇ 

注）  

Ａ ： 試験試料そのもの（S-40、C-40、RC-40、RM-40 等の製品） 

Ｂ ： 試験試料と同じ産地、同じ材質のもので、S-13 相当（13mm～5mm）の砕石 

Ｃ ： 試験試料そのもの（ Ａ ）を S-13 相当（13mm～5mm）にふるったもの  
 
e) 石材 ------ ３個/組 

３個/組が標準ですが、１、２個の石材試験も可能です。 

供試体は、全面平坦仕上げとし、その形状は、断面の１辺が 10cm の正方形、高さ

が 20cm となっています。 

試験に先立ち、48 時間以上の水中漬置を要しますので、圧縮試験の立会を希望

される場合、事前に、申請書及び材料を持ち込み、日程調整をおこなってください。 

なお、水中漬置によって、溶け出す恐れのある供試石材は、試験に影響をあたえる

可能性がありますので、『水中漬置なし』とする場合もあります。 
 

４）成績証の受取方法 

（１）  成績証の発行は、申請を受け付けてから土・日・祝日を除き、持ち込み試料がよく乾燥

していた場合で７～１０日程度要します。なお、繫忙期の３月から５月については、３週間

から４週間程度要することもありますので、ご承知の上、申請をお願いします。 

（２）  成績証の郵送希望の場合、返信用封筒Ａ４版に郵送先を記入のうえ、簡易書留用切手

490 円分（6 件まで）を貼り、申請時に提出してください。（７～15 件までは 530 円。） 

（３）  成績証を取りに来られる時は、成績証が発行済みか、事前に電話確認のうえ、受付時

間内にお越しください。 
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５）その他 

①申請書の記入方法がわからない場合、電話でのお問い合わせ、若しくは、試験手数料を

持参し、当試験研究係にて申請書を作成してください。 

②再生材（ＲＣ、ＲＳ、ＲＭ）等で、アスベスト（石綿）が混入している材料、又は混入している

か疑わしい材料については、受付を行いません。 
   
 
お問い合わせ先（午前８時３０分～午後４時まで）（１２時～１３時及び土、日、祝日は除く。） 

〒８９１－０１１５ 鹿児島市東開町 1 番地 

公益財団法人 鹿児島県建設技術センター  企画研究課 試験研究係 

               TEL ０９９－２６８－５７０８（ＦＡＸ兼用） 

なお、ＦＡＸは、ＰＭ５：００～翌ＡＭ８：３０まで、節電のため、電源を「ＯＦＦ」にしていますの

で、受け付けできません。（土、日、祝日は終日ＯＦＦです。） 
 

（この申請方法の内容が予告なく変更されることもありますのでご了承願います。） 

 

（注）土嚢袋（材料試験）は下記の朱書きのように記入をお願いします。 
 

 


